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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第２四半期連結
累計期間

第13期
第２四半期連結
累計期間

第12期
第２四半期連結
会計期間

第13期
第２四半期連結
会計期間

第12期

会計期間

自平成21年
10月１日
至平成22年
３月31日

自平成22年
10月１日
至平成23年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成23年
１月１日
至平成23年
３月31日

自平成21年
10月１日
至平成22年
９月30日

売上高（千円） 2,417,8252,178,5641,200,454991,4493,319,023

経常利益（千円） 499,722 313,174 240,260 107,533 27,961

四半期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
201,843 151,300 108,644 11,742 △60,567

純資産額（千円） － － 1,312,7921,215,1291,057,699

総資産額（千円） － － 2,095,6051,805,5531,541,422

１株当たり純資産額（円） － － 15,751.2114,396.5812,580.65

１株当たり四半期純利益金額又は1株当た

り当期純損失金額（△）（円）
2,430.531,818.411,308.26 141.12 △729.13

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
2,356.141,767.101,266.99 137.11 －

自己資本比率（％）     －     － 62.4 66.3 67.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
572,800 470,130 － － 160,798

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,825 △102,517 － － △25,397

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△49,901 △6,507 － － △98,992

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 897,149 768,939 407,833

従業員数（人） － － 205 202 176

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

        ３. 第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 202(140) 

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第２四半期連結会計期間の期中平均人員（ただし、１日7.5時

間換算による人員）を（　）内に外数で記載しております。

　　　　２．従業員数が当第２四半期連結会計期間において37名増加しておりますが、これは「とらふぐ亭直営事業」の業容

拡大に備えるため、新規採用を増加したことによるものであります。

　　　   

(２）提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 201(138) 

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第２四半期会計期間の期中平均人員（ただし、１日7.5時間換

算による人員）を（　）内に外数で記載しております。

　　　　２．従業員数が当第２四半期会計期間において37名増加しておりますが、これは「とらふぐ亭直営事業」の業容拡大

に備えるため、新規採用を増加したことによるものであります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業形態として、上半期（第１、第２四半期）におけるふぐ料理

の需要が大きいため、上半期の売上高（又は営業費用）と下半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相違があ

り、業績に季節的変動があります。

　当社グループは、主として直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営及び水産物の販売を行っ

ております。以下、当該事業について記載しております。

(１）仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の仕入実績は、次のとおりであります。

品目別の名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）

とらふぐ等（千円） 147,902 66.3

飲料（千円） 44,606 82.0

生鮮食料品その他（千円） 118,217 184.5

合計（千円） 310,727 91.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(２）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

前年同四半期比（％）

とらふぐ亭直営事業（千円） 939,222 78.2

その他（千円） 52,227 －

合計（千円） 991,449 82.6

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況 

当第２四半期連結会計期間における日本経済は、新興国市場の需要拡大や経済対策等により緩やかな回復基調に

あったものの、円高の進展に伴う輸出の減速、個人消費の落ち込みにより、足踏み状態となりました。さらに、３月には

東日本大震災が発生したことを受けて、経済活動が急速に落ち込みました。

外食業界においては、雇用環境の不安による消費者の節約志向や企業間の価格競争など、企業を取り巻く経営環境

は大変厳しい状況が続きました。

この環境の中、当社グループは、中核事業の「とらふぐ亭」及び新業態の「おいしい魚と寿司の店　魚の飯　調布

店」、「ふぐよし総本店」において食材・サービス・店舗空間に徹底してこだわり、リーズナブルで質の高い食材や

サービスを提供することに注力してまいりました。また、子会社の株式会社長崎ファームにおいて活魚や養殖マグロ

の外部販売事業を開始いたしました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は子会社の長崎ファームの外販事業の貢献があったものの、「とら

ふぐ亭」は計画停電等の影響も受け、９億91百万円（前年同期比17.4％減）と減収となりました。利益面は経費内容

を見直し、削減に努めましたが、減収とふぐ原価率の上昇により、営業利益１億１百万円（同57.4％減）、経常利益１

億７百万円（同55.2％減）となりました。四半期純利益につきましては、十分なキャッシュ・フローが上げられない

と見込まれる店舗について減損を認識し、特別損失として39百万円を計上し、11百万円（同89.2％減）となりました。

なお、当社グループにおいては通常の営業の形態として、第１四半期及び第２四半期におけるふぐの需要が大きい

ため、第１四半期及び第２四半期と第３四半期及び第４四半期の業績に著しい季節的変動があります。

(２)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末

に比べ65百万円増加し、７億68百万円となりました。当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況

とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は１億34百万円（前年同四半期より67百万円の

収入減）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益57百万円、減損損失39百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は72百万円（前年同四半期は10百万円の増加）と

なりました。主な要因は、固定資産の取得による支出41百万円、貸付による支出22百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は３百万円（前年同四半期は23百万円の支出）と

なりました。主な要因は、長期借入れによる収入10百万円によるものであります。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４)研究開発活動

　    該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(２）設備の新設、除却等の計画

①　重要な設備の新設の完了

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設について完了したも

のは、次のとおりであります。

　会社名
事業所名

（所在地）　
セグメントの名称　 設備の内容　

投資総額

（千円）　
完成年月　

連結子会社

㈱長崎ファーム　

平戸養殖場

（長崎県平戸市）　
その他　 養殖場設備　 47,780平成23年２月

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

②　重要な設備の新設・除却等　

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年３月31日）

　
提出日現在発行数（株）
（平成23年５月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 84,085 84,110
東京証券取引所

（マザーズ）
（注）

計 84,085 84,110 － －

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　　２．単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

　　　①平成17年10月３日臨時株主総会決議

 区分
 第２四半期会計期間末現在

（平成23年３月31日） 

 新株予約権の数（個）
455　

（注１） 

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数（株）
 2,275

 (注２）

 新株予約権の行使時の払込金額（円）
4,800 

（注３） 

 新株予約権の行使期間
自　平成19年10月５日

 至　平成27年９月30日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

 価格及び資本組入額（円） 

 発行価格　　　　 　　　4,800 

 資本組入額             2,400

 新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は認められない。したがって権

利行使は１個またはその整数倍毎に権利行使するものと

する。

②新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という）は権利行使時において、当社もしくは当社の子会

社・関連会社の取締役及び監査役または従業員たる地位

にあることを要する。ただし、対象者である取締役または

監査役が任期満了により退任した場合及び対象者である

従業員が定年退職した場合にはこの限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使で

きないものとする。

⑤その他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」の定めるところによる。 

 新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。

 代用払込みに関する事項  －

 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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　(注） １．平成17年10月３日の臨時株主総会特別決議に基づき、当社取締役２名及び当社従業員９名に対して465個の

　　　　　　新株予約権を付与しましたが、退職及び権利行使に伴い平成23年３月31日現在455個となっております。 

　　　　２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、 

　　　　　　株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整の結果は当該時点で行使又は消却されていない新株 

　　　　　　予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り 

　　　　　　捨てるものとする。 

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

　　　　３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により 

　　　　　　生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  ×

 

 1

　  分割・併合の比率

　　　　　　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く）を行う 

　　　　　　場合には、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 

調整後

行使価額   

 

 

 ＝

 

 

調整前

行使価額 

 

 

×

 

既発行

株式数

＋
新規株式

発行数 
 ×

１株当たりの

払込金額 

 新株発行前の株価

 既発行株式＋新規発行株式数 

　　　　　　当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これら 

　　　　　　の場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整 

　　　　　　されるものとする。 

　　　　４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株

　　　　　　予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を 

　　　　　　発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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 ②平成18年３月13日臨時株主総会決議

 区分
 第２四半期会計期間末現在

（平成23年３月31日） 

 新株予約権の数（個）
196

（注１） 

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数（株）
980 

（注２） 

 新株予約権の行使時の払込金額（円）
 6,000

（注３）　　

 新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

  至　平成28年３月11日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

 価格及び資本組入額（円） 

 発行価格　　 　　　　　6,000 

 資本組入額             3,000

 新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は認められない。したがって権

利行使は１個またはその整数倍毎に権利行使するものと

する。

②新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という）は権利行使時において、当社もしくは当社の子会

社・関連会社の取締役及び監査役または従業員たる地位

にあることを要する。ただし、対象者である取締役または

監査役が任期満了により退任した場合及び対象者である

従業員が定年退職した場合にはこの限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使で

きないものとする。

⑤その他の条件は、株主総会及び取締役会の決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」の定めるところによる。 

 新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。

 代用払込みに関する事項  －

 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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　　(注）１．平成18年３月13日の臨時株主総会特別決議に基づき、当社取締役１名及び当社従業員73名、375個の新株予

　　　　　　約権を付与しましたが、退職及び権利行使に伴い平成23年３月31日現在196個となっております。 

　 　　 ２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、 

　　 　　 　株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整の結果は当該時点で行使又は消却されていない新株 

　　　 　 　予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り 

　　　　 　 捨てるものとする。 

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

　　　　３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により 

　　　　 　生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

 

 1

    　分割・併合の比率

　　　　　　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く）を行う 

　　　　　　場合には、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 

調整後

行使価額   

 

 

 ＝

 

 

 調整前

行使価額 

 

 

×

 

既発行

株式数

＋
新規株式

発行数 
 ×

１株当たりの

払込金額 

 新株発行前の株価

 既発行株式＋新規発行株式数 

　　　 　  当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これら 

　　　　   の場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整さ

           れるものとする。 

　　　４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株予 

　　　　  約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発 

　　　　　行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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　会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

　①平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月４日取締役会決議

 区分
 第２四半期会計期間末現在

（平成23年3月31日） 

 新株予約権の数（個）
 2,265　　

（注１） 

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数（株）
2,265 

（注２） 

 新株予約権の行使時の払込金額（円）
22,700

（注３）　　

 新株予約権の行使期間
自　平成23年12月18日

 至　平成30年12月23日 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

 価格及び資本組入額（円） 

 発行価格　　 　　　　 22,700 

 資本組入額            11,350

 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という。）は権利行使時において、当社もしくは当社の

子会社・関連会社の取締役及び監査役または従業員た

る地位にあることを要する。ただし、対象者である取締

役または監査役が任期満了により退任した場合及び対

象者である従業員が定年退職した場合並びにその他取

締役会決議が正当な理由があると認めた場合にはこの

限りではない。

②権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受けた者

が死亡した場合は、法定相続人のうち１名に限り権利を

承継することができる。ただし、再承継はできない。

③その他権利行使の条件については、株主総会及び新株予

約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の

割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当

契約」で定めるところによる。

 新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を必要とする。

 代用払込みに関する事項  －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注４）

(注）１．平成20年12月24日の定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月４日取締役会決議に基づき、当社取締役２

名、当社監査役３名、当社従業員73名及び社外協力者１名に対して2,515個の新株予約権を付与し、平成23年3

月31日現在2,265個となっております。 

　 　　 ２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、 

　　 　　 　株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整の結果は当該時点で行使又は消却されていない新株 

　　　 　 　予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り 

　　　　 　 捨てるものとする。 

　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
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　　　　３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により 

　　　　 　 生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

 

 1

    　分割・併合の比率

４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る）、株式交換もしくは株式移転（それぞれが完全子会社となる場合に限る）（以上を総

称して以下「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸

収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割が

その効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の

新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

a.新株予約権により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規

定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし計算の結果１円未満の端数が生じる場合

は、その端数を切り上げるものとする。

b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金

等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

a.当社が消滅会社となる合併契約承継の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案も

しくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

b.新株予約権の割当てを受けた者が権利行使する前に、新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場

合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

c.新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権割当契約」に定める新株予約権の権利行使期間内に権

利行使をしなかった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

（株）

発行済株式総数

残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増減

額

（千円）

資本準備金残高

（千円）

平成23年１月１日～

平成23年３月31日
― 84,085― 466,310― 368,310

（注）平成23年4月１日から平成23年４月26日迄の間に新株予約権の行使により発行済株式総数が25株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ60千円増加しております。  

 

（６）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

 坂本　大地  東京都新宿区 66,500 79.09

 東京一番フーズ従業員持株会  東京都新宿区新宿５－６－１ 1,512 1.80

 平井　隆  東京都千代田区 1,000 1.19

 ㈱東京一番フーズ  東京都新宿区新宿５－６－１ 875 1.04

 佐々木　誠  東京都品川区 495 0.59

 関戸　節  千葉県柏市 442 0.53

 尾崎　一宇  兵庫県姫路市 404 0.48

 良川　忠必  東京都新宿区 400 0.48

 坂本　洋平  東京都杉並区 225 0.27

 鈴木　繁和  東京都練馬区 200 0.24

計 － 72,053 85.69
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　　875 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 　　83,210 　　　　　　　83,210 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数  　 　　　　　84,085 － －

総株主の議決権 － 　　　　　　　83,210 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が２株含まれています。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれています。 

 

②【自己株式等】 平成23年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称

 所有者の住所 自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式数に対する

所有株式数の割合(%)

㈱東京一番

フーズ

東京都新宿区

新宿五丁目６番１号
875　 － 875 1.04

計 － 875 － 875 1.04

  

 

２【株価の推移】

　【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
10月

11月 12月
平成23年
１月

２月 ３月

最高（円） 20,45019,40021,10021,79021,90021,500

最低（円） 18,10017,17019,00020,10020,50014,800

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

 

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年10月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年10月１日から

平成23年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平

成22年３月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 873,662 507,756

売掛金 42,795 51,563

原材料 23,753 15,930

その他 51,396 135,137

流動資産合計 991,608 710,388

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 193,039 212,545

その他（純額） 197,251 208,795

有形固定資産合計 ※1
 390,291

※1
 421,341

無形固定資産

ソフトウエア 2,712 954

無形固定資産合計 2,712 954

投資その他の資産

敷金及び保証金 370,688 367,833

その他 60,992 40,904

貸倒引当金 △10,739 －

投資その他の資産合計 420,941 408,738

固定資産合計 813,945 831,034

資産合計 1,805,553 1,541,422

負債の部

流動負債

買掛金 42,835 43,477

1年内返済予定の長期借入金 18,564 17,136

1年内償還予定の社債 31,000 16,000

未払法人税等 116,934 6,469

賞与引当金 － 12,273

その他 219,578 239,674

流動負債合計 428,913 335,031

固定負債

社債 38,500 61,500

長期借入金 59,445 59,560

負ののれん 12,013 14,588

その他 51,552 13,043

固定負債合計 161,511 148,691

負債合計 590,424 483,722
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 466,310 466,220

資本剰余金 368,310 368,220

利益剰余金 393,658 242,357

自己株式 △30,339 △30,339

株主資本合計 1,197,939 1,046,458

新株予約権 17,189 11,241

純資産合計 1,215,129 1,057,699

負債純資産合計 1,805,553 1,541,422

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

四半期報告書

18/30



（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 ※
 2,417,825

※
 2,178,564

売上原価 646,452 692,029

売上総利益 1,771,372 1,486,534

販売費及び一般管理費

給料及び手当 291,893 291,167

雑給 204,139 178,594

賞与引当金繰入額 1,883 －

広告宣伝費 25,414 16,900

販売促進費 8,496 8,472

減価償却費 39,056 25,915

不動産賃借料 249,273 218,695

その他 457,125 442,997

販売費及び一般管理費合計 1,277,281 1,182,743

営業利益 494,091 303,791

営業外収益

受取利息 120 178

協賛金収入 － 2,230

負ののれん償却額 2,574 2,574

債務勘定整理益 － 2,768

その他 6,099 3,077

営業外収益合計 8,794 10,829

営業外費用

支払利息 1,747 1,076

その他 1,414 368

営業外費用合計 3,162 1,445

経常利益 499,722 313,174

特別利益

国庫補助金 4,239 －

固定資産売却益 6,244 7,798

特別利益合計 10,484 7,798

特別損失

固定資産除却損 174 －

減損損失 97,691 47,692

固定資産圧縮損 3,506 －

貸倒引当金繰入額 － 10,739

特別損失合計 101,372 58,431

税金等調整前四半期純利益 408,835 262,540

法人税、住民税及び事業税 207,786 111,239

法人税等調整額 △793 －

法人税等合計 206,992 111,239

少数株主損益調整前四半期純利益 － 151,300

四半期純利益 201,843 151,300
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 ※
 1,200,454

※
 991,449

売上原価 350,505 313,640

売上総利益 849,949 677,809

販売費及び一般管理費

給料及び手当 142,157 144,997

雑給 96,558 79,547

賞与引当金繰入額 1,883 －

広告宣伝費 10,150 6,391

販売促進費 2,905 3,905

減価償却費 16,858 14,515

不動産賃借料 123,739 108,594

その他 217,015 218,061

販売費及び一般管理費合計 611,267 576,014

営業利益 238,681 101,795

営業外収益

受取利息 108 121

協賛金収入 988 1,115

受取賃貸料 － 1,641

負ののれん償却額 1,287 1,287

その他 463 2,265

営業外収益合計 2,847 6,430

営業外費用

支払利息 819 520

その他 448 171

営業外費用合計 1,268 691

経常利益 240,260 107,533

特別利益

国庫補助金 4,239 －

固定資産売却益 6,244 －

特別利益合計 10,484 －

特別損失

固定資産除却損 63 －

減損損失 6,484 39,658

固定資産圧縮損 3,506 －

貸倒引当金繰入額 － 10,739

特別損失合計 10,054 50,397

税金等調整前四半期純利益 240,691 57,135

法人税、住民税及び事業税 132,840 45,392

法人税等調整額 △793 －

法人税等合計 132,046 45,392

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,742

四半期純利益 108,644 11,742
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 408,835 262,540

減価償却費 39,056 25,915

減損損失 97,691 47,692

負ののれん償却額 △2,574 △2,574

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 10,739

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,294 △12,273

受取利息及び受取配当金 △120 △178

支払利息 1,747 1,076

固定資産除却損 174 －

固定資産売却損益（△は益） △6,244 △7,798

売上債権の増減額（△は増加） △53,450 8,768

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,747 △7,823

仕入債務の増減額（△は減少） 47,495 △642

その他 67,921 144,685

小計 585,490 470,129

利息及び配当金の受取額 120 178

利息の支払額 △1,766 △1,097

法人税等の還付額 1,954 4,273

法人税等の支払額 △12,998 △3,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 572,800 470,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,609 △6,000

定期預金の払戻による収入 5,409 1,200

有形固定資産の取得による支出 △3,484 △63,780

有形固定資産の売却による収入 7,000 －

貸付けによる支出 － △22,740

貸付金の回収による収入 － 1,062

長期前払費用の取得による支出 △4,758 △6,762

その他 5,268 △5,496

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,825 △102,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 10,000

長期借入金の返済による支出 △41,901 △8,687

社債の償還による支出 △8,000 △8,000

株式の発行による収入 － 180

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,901 △6,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 525,724 361,106

現金及び現金同等物の期首残高 371,425 407,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 897,149

※
 768,939

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

四半期報告書

21/30



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間

　　　　　　　　　　　　　（自　平成22年10月１日

　　　　　　　　　　　　　　至　平成23年３月31日）　

会計処理基準に関する事項の変更　

　　資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。　

 

 

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」は、当

第２四半期連結累計期間において営業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記することといたしました。な

お、前第２四半期連結累計期間の「協賛金収入」は、1,111千円であります。　　

２．　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「債務勘定整理益」

は、当第２四半期連結累計期間において営業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記することといたしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の「債務勘定整理益」は、1,085千円であります。

３．　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」は、当

第２四半期連結会計期間において営業外収益総額の100分の20を超えたため、区分掲記することといたしました。な

お、前第２四半期連結会計期間の「受取賃貸料」は、381千円であります。　

２.　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

 

【簡便な会計処理】

 

当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年10月1日

至　平成23年３月31日）

 固定資産の減価償却費の算定方法
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 当第２四半期連結会計期間末

（平成23年3月31日） 

 前連結会計年度末

（平成22年9月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,291,187千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,308,328千円

　２　保証債務

　のれん分け制度による独立者の金融機関からの借

入債務に対する債務保証の金額は次のとおりであり

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  47,828千円　

　２　保証債務

　業務委託者の金融機関からの借入債務に対する保

証債務の金額は次のとおりであります。

　

　　　　　　　　　　　　 　　　　　51,500千円　

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

 ※当グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業形

態として、上半期（第１,第２四半期）におけるふぐ料理の

需要が大きいため、上半期の売上高（又は営業費用）と下

半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相違があ

り、業績に季節的変動があります。　　 

 ※同左

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

 ※当グループの売上高（又は営業費用）は、通常の営業形

態として、上半期（第１,第２四半期）におけるふぐ料理の

需要が大きいため、上半期の売上高（又は営業費用）と下

半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相違があ

り、業績に季節的変動があります。　　 

 ※同左　　 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在） 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在） 

現金及び預金 990,333 千円

預入期間3ヶ月を超える定期預金 △93,184 千円

現金及び現金同等物 897,149 千円

現金及び預金 873,662 千円

預入期間3ヶ月を超える定期預金 △104,722 千円

現金及び現金同等物 768,939 千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　

平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　84,085株 

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　875株　

 

３．新株予約権等に関する事項

  ストック・オプションとしての新株予約権

  　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　17,189千円

　

４．配当に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成22年３月31日）

　当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成22年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年10月１日　至　平成22年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

　当社グループは、主として直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営及び水産物の販売

を行っております。水産物の販売は重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　　

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自平成23年１月１日　至平成23年３月31日）

　ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　2,637千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年３月31日）

前連結会計年度末
（平成22年９月30日）

１株当たり純資産額 14,396円58銭 １株当たり純資産額 12,580円65銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2,430円53銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
　2,356円14銭

１株当たり四半期純利益金額 1,818円41銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
　1,767円10銭

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 201,843 151,300

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 201,843 151,300

普通株式の期中平均株式数（株） 83,045 83,205

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,622 2,416

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

平成20年12月24日定時株主総会

特別決議に基づく平成21年12月

４日取締役会決議に基づくス

トック・オプション(新株予約

権の数2,495個）。これらの概要

は、「第４提出会社の状況、１株

式等の状況、(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

　　　　＿＿＿＿＿＿＿
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1,308円26銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,266円99銭

１株当たり四半期純利益金額 141円12銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
137円11銭

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 108,644 11,742

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 108,644 11,742

普通株式の期中平均株式数（株） 83,045 83,210

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,705 2,439

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　

 －

　

 －

　

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。　

　

 

２【その他】

　　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月12日

株式会社東京一番フーズ

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　達也　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三澤　幸之助　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京一番

フーズの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年１月１日から

平成22年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京一番フーズ及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月30日に「東京都市計画道路事業幹線街路環状第６号線」の

整備に係る立ちのき補償契約を締結し、平成22年４月30日に賃借物件該当部分の明け渡しを完了した。これに伴う補償金

59,977千円を当連結会計年度の第３四半期において特別利益に計上する予定である。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

　　提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年５月12日

株式会社東京一番フーズ

　取締役会　御中　

　有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　達也　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中島　達弥　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京一番

フーズの平成22年10月１日から平成23年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年１月１日から

平成23年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京一番フーズ及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

　　提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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